
令和７年度 奈良県・大和高田市・県立大附属高 

公立学校教員採用候補者選考 ２次試験実施案内 

 

１ 選考方法 

集団面接（討議）と個人面接を行います。 

 

２ 評価の観点 

(1) 集団面接（討議） 

○教員としての職務を遂行するのにふさわしい能力・適性をもった人物を選考する。 

○集団の中で発揮される資質や能力を評価する。 

① 論理的思考力   ② 発信力   ③ 受信力   ④ 社会性・対応力 

(2) 個人面接 

○思考力・判断力・表現力等を育て、発達の段階に応じた課題解決能力を育成するための教科指

導力を有しているかを問う。 

① 表情・姿勢・態度   ② 表現力・的確な応答 

③ 専門的知識・理解   ④ 指導方法・創意工夫 

○自立した社会人としての豊かな人間性、教育者としての識見、資質・適性等、総合的に優れた

人物を選考する。 

① 自立した社会人としての豊かな人間性            ② 自己成長に向けた探求心 

③ 問題解決や社会の変化に柔軟に対応できる能力    ④ 教育者としての識見、資質・適性 

 

３ 個人面接（教科指導についての質問）について 

(1) 出願した「校種・教科等」において、教科指導についての質問を行います。 

(2) 教科指導については、小学校に出願した受験者は出願時に選択した教科、高等学校・地理歴史に

出願した受験者は出願時に選択した領域の質問を行います。 

(3) 教科指導については、次の表に示す学習指導要領の目標に沿った質問を行います。表に示した目

標に沿った質問に加え、出願した「校種・教科等」についての質問も行います。 

(4) 義務教育学校教員選考の受験者に対しては、小学校・中学校両方の教科指導についての質問を行

います。 

(5) 小学校英語選考、中学校及び高等学校の外国語（英語）、国際バカロレア教員選考の受験者に対し

ては、英語による質問があります。 

 

 

 

 

 





校種・教科 

（科目）等 
教科指導についての質問で扱う学習指導要領の目標 

小学校・理科 【小学校学習指導要領（平成２９年告示）理科】（P.100～101） 

〔第５学年〕  

１ 目 標   

（1） 物質・エネルギー 

① 物の溶け方，振り子の運動，電流がつくる磁力についての理解を図り，観察，実験などに

関する基本的な技能を身に付けるようにする。 

②  物の溶け方，振り子の運動，電流がつくる磁力について追及する中で，主に予想や仮説を

基に，解決の方法を発想する力を養う。 

③  物の溶け方，振り子の運動，電流がつくる磁力について追究する中で，主体的に問題解決

しようとする態度を養う。 

（2） 生命・地球 

① 生命の連続性，流れる水の働き，気象現象の規則性についての理解を図り，観察，実験な

どに関する基本的な技能を身に付けるようにする。 

② 生命の連続性，流れる水の働き，気象現象の規則性について追究する中で，主に予想や仮

説を基に，解決の方法を発想する力を養う。 

③ 生命の連続性，流れる水の働き，気象現象の規則性について追究する中で，生命を尊重す

る態度や主体的に問題解決しようとする態度を養う。 

小学校・外国語 

（英語） 

【小学校学習指導要領（平成２９年告示）外国語】（P.153～154） 

英 語 

１ 目 標 

英語学習の特質を踏まえ，以下に示す，聞くこと，読むこと，話すこと［やり取り］，話す

こと［発表］，書くことの五つの領域別に設定する目標の実現を目指した指導を通して，第１

の(1)及び(2)に示す資質・能力を一体的に育成するとともに，その過程を通して，第１の(3) 

に示す資質・能力を育成する。 

（1） 聞くこと 

  ア ゆっくりはっきりと話されれば，自分のことや身近で簡単な事柄について，簡単な語句

や基本的な表現を聞き取ることができるようにする。 

  イ ゆっくりはっきりと話されれば，日常生活に関する身近で簡単な事柄について，具体的

な情報を聞き取ることができるようにする。 

  ウ ゆっくりはっきりと話されれば，日常生活に関する身近で簡単な事柄について，短い話

の概要を捉えることができるようにする。 

（2） 読むこと 

ア 活字体で書かれた文字を識別し，その読み方を発音することができるようにする。 

イ 音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現の意味が分かるようにする。 

（3） 話すこと［やり取り］ 

  ア 基本的な表現を用いて指示，依頼をしたり，それらに応じたりすることができるように

する。 

  イ 日常生活に関する身近で簡単な事柄について，自分の考えや気持ちなどを，簡単な語句

や基本的な表現を用いて伝え合うことができるようにする。 

  ウ 自分や相手のこと及び身の回りの物に関する事柄について，簡単な語句や基本的な表現

を用いてその場で質問をしたり質問に答えたりして，伝え合うことができるようにする。 

（4） 話すこと［発表］ 

  ア 日常生活に関する身近で簡単な事柄について，簡単な語句や基本的な表現を用いて話す

ことができるようにする。 

  イ 自分のことについて，伝えようとする内容を整理した上で，簡単な語句や基本的な表現

を用いて話すことができるようにする。 

  ウ 身近で簡単な事柄について，伝えようとする内容を整理した上で，自分の考えや気持ち

などを，簡単な語句や基本的な表現を用いて話すことができるようにする。 

（5） 書くこと 

  ア 大文字，小文字を活字体で書くことができるようにする。また，語順を意識しながら音

声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を書き写すことができるようにする。 

  イ 自分のことや身近で簡単な事柄について，例文を参考に，音声で十分に慣れ親しんだ簡

単な語句や基本的な表現を用いて書くことができるようにする。 



校種・教科 

（科目）等 
教科指導についての質問で扱う学習指導要領の目標 

中学校・国語 【中学校学習指導要領（平成２９年告示）国語】（P.29） 

〔第１学年〕  

１ 目 標   

（1） 社会生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるとともに, 我が国の言語文化に親しんだり

理解したりすることができるようにする。 

（2） 筋道立てて考える力や豊かに感じたり想像したりする力を養い, 日常生活における人との関

わりの中で伝え合う力を高め, 自分の思いや考えを確かなものにすることができるようにす

る。 

（3）言葉がもつ価値に気付くとともに，進んで読書をし, 我が国の言語文化を大切にして, 思い

や考えを伝え合おうとする態度を養う。 

中学校・社会 【中学校学習指導要領（平成２９年告示）社会】（P.57） 

〔公民的分野〕 

１ 目 標 

現代社会の見方・考え方を働かせ，課題を追究したり解決したりする活動を通して，広い視野

に立ち，グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必

要な公民としての資質・能力の基礎を次のとおり育成することを目指す。 

（1） 個人の尊厳と人権の尊重の意義，特に自由・権利と責任・義務との関係を広い視野から正し

く認識し，民主主義，民主政治の意義，国民の生活の向上と経済活動との関わり，現代の社会

生活及び国際関係などについて，個人と社会との関わりを中心に理解を深めるとともに，諸資

料から現代の社会的事象に関する情報を効果的に調べまとめる技能を身に付けるようにする。 

（2） 社会的事象の意味や意義，特色や相互の関連を現代の社会生活と関連付けて多面的・多角的

に考察したり，現代社会に見られる課題について公正に判断したりする力，思考・判断したこ

とを説明したり，それらを基に議論したりする力を養う。 

（3） 現代の社会的事象について，現代社会に見られる課題の解決を視野に主体的に社会に関わろ

うとする態度を養うとともに，多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵養される，国民主

権を担う公民として，自国を愛し，その平和と繁栄を図ることや，各国が相互に主権を尊重

し，各国民が協力し合うことの大切さについての自覚などを深める。 

中学校・数学 【中学校学習指導要領（平成２９年告示）数学】（P.72） 

〔第３学年〕 

１ 目 標   

（1） 数の平方根，多項式と二次方程式，図形の相似，円周角と中心角の関係，三平方の定理，関

数 ＝，標本調査などについての基礎的な概念や原理・法則などを理解するとともに，事象

を数学化したり，数学的に解釈したり，数学的に表現・処理したりする技能を身に付けるよう

にする。 

（2） 数の範囲に着目し，数の性質や計算について考察したり，文字を用いて数量の関係や法則な

どを考察したりする力，図形の構成要素の関係に着目し，図形の性質や計量について論理的に

考察し表現する力，関数関係に着目し，その特徴を表，式，グラフを相互に関連付けて考察す

る力，標本と母集団の関係に着目し，母集団の傾向を推定し判断したり，調査の方法や結果を

批判的に考察したりする力を養う。 

（3） 数学的活動の楽しさや数学のよさを実感して粘り強く考え，数学を生活や学習に生かそうと

する態度，問題解決の過程を振り返って評価・改善しようとする態度，多様な考えを認め，よ

りよく問題解決しようとする態度を養う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



校種・教科 

（科目）等 
教科指導についての質問で扱う学習指導要領の目標 

中学校・理科 【中学校学習指導要領（平成２９年告示）理科】（P.87～88） 

〔第２分野〕  

１ 目 標   

生命や地球に関する事物・現象を科学的に探究するために必要な資質・能力を次のとおり育

成することを目指す。 

（1） 生命や地球に関する事物・現象についての観察，実験などを行い，生物の体のつくりと働

き，生命の連続性，大地の成り立ちと変化，気象とその変化，地球と宇宙などについて理解

するとともに，科学的に探究するために必要な観察，実験などに関する基本的な技能を身に

付けるようにする。 

（2） 生命や地球に関する事物・現象に関わり，それらの中に問題を見いだし見通しをもって観

察，実験などを行い，その結果を分析して解釈し表現するなど，科学的に探究する活動を通

して，多様性に気付くとともに規則性を見いだしたり課題を解決したりする力を養う。 

（3） 生命や地球に関する事物・現象に進んで関わり，科学的に探究しようとする態度と，生命

を尊重し，自然環境の保全に寄与する態度を養うとともに，自然を総合的に見ることができ

るようにする。 

中学校・音楽 【中学校学習指導要領（平成２９年告示）音楽】（P.101） 

〔第２学年及び第３学年〕 

１ 目 標 

（1） 曲想と音楽の構造や背景などとの関わり及び音楽の多様性について理解するとともに，創

意工夫を生かした音楽表現をするために必要な歌唱，器楽，創作の技能を身に付けるように

する。 

（2） 曲にふさわしい音楽表現を創意工夫することや，音楽を評価しながらよさや美しさを味わ

って聴くことができるようにする。 

（3） 主体的・協働的に表現及び鑑賞の学習に取り組み，音楽活動の楽しさを体験することを通

して，音楽文化に親しむとともに，音楽によって生活を明るく豊かなものにし，音楽に親し

んでいく態度を養う。 

中学校・美術 【中学校学習指導要領（平成２９年告示）美術】（P.107） 

〔第１学年〕 

１ 目 標 

（1） 対象や事象を捉える造形的な視点について理解するとともに，意図に応じて表現方法を工

夫して表すことができるようにする。 

（2） 自然の造形や美術作品などの造形的なよさや美しさ，表現の意図と工夫，機能性と美しさ

との調和，美術の働きなどについて考え，主題を生み出し豊かに発想し構想を練ったり，美

術や美術文化に対する見方や感じ方を広げたりすることができるようにする。 

（3） 楽しく美術の活動に取り組み創造活動の喜びを味わい，美術を愛好する心情を培い，心豊

かな生活を創造していく態度を養う。 

中学校・保健体育 【中学校学習指導要領（平成２９年告示）保健体育】（P.115） 

第１ 目 標 

体育や保健の見方・考え方を働かせ，課題を発見し，合理的な解決に向けた学習過程を通し

て，心と体を一体として捉え，生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポーツライフ

を実現するための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

（1） 各種の運動の特性に応じた技能等及び個人生活における健康・安全について理解するとと

もに，基本的な技能を身に付けるようにする。 

（2） 運動や健康についての自他の課題を発見し，合理的な解決に向けて思考し判断するととも

に，他者に伝える力を養う。 

（3） 生涯にわたって運動に親しむとともに健康の保持増進と体力の向上を目指し，明るく豊か

な生活を営む態度を養う。 

 

 

 

 

 

 

 



校種・教科 

（科目）等 
教科指導についての質問で扱う学習指導要領の目標 

中学校・技術 【中学校学習指導要領（平成２９年告示）技術・家庭】（P.132） 

〔技術分野〕 

１ 目 標  

技術の見方・考え方を働かせ，ものづくりなどの技術に関する実践的・体験的な活動を通し

て，技術によってよりよい生活や持続可能な社会を構築する資質・能力を次のとおり育成する

ことを目指す。 

（1） 生活や社会で利用されている材料，加工，生物育成，エネルギー変換及び情報の技術につ

いての基礎的な理解を図るとともに，それらに係る技能を身に付け，技術と生活や社会，環

境との関わりについて理解を深める。 

（2） 生活や社会の中から技術に関わる問題を見いだして課題を設定し，解決策を構想し，製作

図等に表現し，試作等を通じて具体化し，実践を評価・改善するなど，課題を解決する力を

養う。 

（3） よりよい生活の実現や持続可能な社会の構築に向けて，適切かつ誠実に技術を工夫し創造

しようとする実践的な態度を養う。 

中学校・家庭 【中学校学習指導要領（平成２９年告示）技術・家庭】（P.136） 

〔家庭分野〕 

１ 目 標 

生活の営みに係る見方・考え方を働かせ，衣食住などに関する実践的・体験的な活動を通し

て，よりよい生活の実現に向けて，生活を工夫し創造する資質・能力を次のとおり育成するこ

とを目指す。    

（1） 家族・家庭の機能について理解を深め，家族・家庭，衣食住，消費や環境などについて，

生活の自立に必要な基礎的な理解を図るとともに，それらに係る技能を身に付けるようにす

る。 

（2） 家族・家庭や地域における生活の中から問題を見いだして課題を設定し，解決策を構想

し，実践を評価・改善し，考察したことを論理的に表現するなど，これからの生活を展望し

て課題を解決する力を養う。    

（3） 自分と家族，家庭生活と地域との関わりを考え，家族や地域の人々と協働し，よりよい生

活の実現に向けて，生活を工夫し創造しようとする実践的な態度を養う。 

中学校・外国語 

    (英語) 

【中学校学習指導要領（平成２９年告示）外国語】（P.144～145） 

〔英 語〕  

１ 目 標   

  英語学習の特質を踏まえ，以下に示す，聞くこと，読むこと，話すこと［やり取り］，話す

こと［発表］，書くことの五つの領域別に設定する目標の実現を目指した指導を通して，第１

の(1)及び(2)に示す資質・能力を一体的に育成するとともに，その過程を通して，第１の(3)

に示す資質・能力を育成する。 

（5） 書くこと 

  ア 関心のある事柄について，簡単な語句や文を用いて正確に書くことができるようにす

る。 

  イ 日常的な話題について，事実や自分の考え，気持ちなどを整理し，簡単な語句や文を用

いてまとまりのある文章を書くことができるようにする。 

  ウ 社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことについて，考えたことや感じたこと，

その理由などを，簡単な語句や文を用いて書くことができるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



校種・教科 

（科目）等 
教科指導についての質問で扱う学習指導要領の目標 

高等学校・国語 【高等学校学習指導要領（平成３０年告示）国語】（P.36） 

第２ 言語文化 

１ 目 標 

言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，国語で的確に理解し効果的に表現す

る資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

（1） 生涯にわたる社会生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるとともに, 我が国の言語文

化に対する理解を深めることができるようにする。 

（2） 論理的に考える力や深く共感したり豊かに想像したりする力を伸ばし，他者との関わりの

中で伝え合う力を高め，自分の思いや考えを広げたり深めたりすることができるようにす

る。  

（3） 言葉がもつ価値への認識を深めるとともに, 生涯にわたって読書に親しみ自己を向上さ

せ, 我が国の言語文化の担い手として自覚をもち，言葉を通して他者や社会に関わろうとす

る態度を養う。 

高等学校・地理歴史 【高等学校学習指導要領（平成３０年告示）地理歴史】（P.52） 

第２ 地理探究  

１ 目 標   

社会的事象の地理的な見方・考え方を働かせ，課題を追究したり解決したりする活動を通し

て，広い視野に立ち，グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社

会の有為な形成者に必要な公民としての資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

（1） 地理に関わる諸事象に関して，世界の空間的な諸事象の規則性，傾向性や，世界の諸地域

の地域的特色や課題などを理解するとともに，地図や地理情報システムなどを用いて，調査

や諸資料から地理に関する様々な情報を適切かつ効果的に調べまとめる技能を身に付けるよ

うにする。  

（2） 地理に関わる事象の意味や意義，特色や相互の関連を，位置や分布，場所，人間と自然環

境との相互依存関係，空間的相互依存作用，地域などに着目して，系統地理的，地誌的に，

概念などを活用して多面的・多角的に考察したり，地理的な課題の解決に向けて構想したり

する力や，考察，構想したことを効果的に説明したり，それらを基に議論したりする力を養

う。  

（3） 地理に関わる諸事象について，よりよい社会の実現を視野にそこで見られる課題を主体的

に探究しようとする態度を養うとともに，多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵養さ

れる日本国民としての自覚，我が国の国土に対する愛情，世界の諸地域の多様な生活文化を

尊重しようとすることの大切さについての自覚などを深める。 

【高等学校学習指導要領（平成３０年告示）地理歴史】（P.63） 

第４ 日本史探究 

１ 目 標     

社会的事象の歴史的な見方・考え方を働かせ，課題を追究したり解決したりする活動を通し

て，広い視野に立ち，グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社

会の有為な形成者に必要な公民としての資質・能力を次のとおり育成することを目指す。  

（1） 我が国の歴史の展開に関わる諸事象について，地理的条件や世界の歴史と関連付けながら

総合的に捉えて理解するとともに，諸資料から我が国の歴史に関する様々な情報を適切かつ

効果的に調べまとめる技能を身に付けるようにする。  

（2） 我が国の歴史の展開に関わる事象の意味や意義，伝統と文化の特色などを，時期や年代，

推移，比較，相互の関連や現在とのつながりなどに着目して，概念などを活用して多面的・

多角的に考察したり，歴史に見られる課題を把握し解決を視野に入れて構想したりする力

や，考察，構想したことを効果的に説明したり，それらを基に議論したりする力を養う。  

（3） 我が国の歴史の展開に関わる諸事象について，よりよい社会の実現を視野に課題を主体的

に探究しようとする態度を養うとともに，多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵養さ

れる日本国民としての自覚，我が国の歴史に対する愛情，他国や他国の文化を尊重すること

の大切さについての自覚などを深める。 

 

 

 

 

 



校種・教科 

（科目）等 
教科指導についての質問で扱う学習指導要領の目標 

高等学校・地理歴史 【高等学校学習指導要領（平成３０年告示）地理歴史】（P.69～70） 

第５ 世界史探究  

１ 目 標 

社会的事象の歴史的な見方・考え方を働かせ，課題を追究したり解決したりする活動を通し

て，広い視野に立ち，グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社

会の有為な形成者に必要な公民としての資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

（1） 世界の歴史の大きな枠組みと展開に関わる諸事象について，地理的条件や日本の歴史と関

連付けながら理解するとともに，諸資料から世界の歴史に関する様々な情報を適切かつ効果

的に調べまとめる技能を身に付けるようにする。 

（2） 世界の歴史の大きな枠組みと展開に関わる事象の意味や意義，特色などを，時期や年代，

推移，比較，相互の関連や現代世界とのつながりなどに着目して，概念などを活用して多面

的・多角的に考察したり，歴史に見られる課題を把握し解決を視野に入れて構想したりする

力や，考察，構想したことを効果的に説明したり，それらを基に議論したりする力を養う。 

（3） 世界の歴史の大きな枠組みと展開に関わる諸事象について，よりよい社会の実現を視野に

課題を主体的に探究しようとする態度を養うとともに，多面的・多角的な考察や深い理解を

通して涵養される日本国民としての自覚，我が国の歴史に対する愛情，他国や他国の文化を

尊重することの大切さについての自覚などを深める。 

高等学校・数学 【高等学校学習指導要領（平成３０年告示）数学】（P.93） 

第２ 数学Ⅱ  

１ 目 標   

数学的な見方・考え方を働かせ，数学的活動を通して，数学的に考える資質・能力を次のと

おり育成することを目指す。 

（1） いろいろな式，図形と方程式，指数関数・対数関数，三角関数及び微分・積分の考えにつ

いての基本的な概念や原理・法則を体系的に理解するとともに，事象を数学化したり，数学

的に解釈したり，数学的に表現・処理したりする技能を身に付けるようにする。 

（2） 数の範囲や式の性質に着目し，等式や不等式が成り立つことなどについて論理的に考察す

る力，座標平面上の図形について構成要素間の関係に着目し，方程式を用いて図形を簡潔・

明瞭・的確に表現したり，図形の性質を論理的に考察したりする力，関数関係に着目し，事

象を的確に表現してその特徴を数学的に考察する力，関数の局所的な変化に着目し，事象を

数学的に考察したり，問題解決の過程や結果を振り返って統合的・発展的に考察したりする

力を養う。 

（3） 数学のよさを認識し数学を活用しようとする態度，粘り強く柔軟に考え数学的論拠に基づ

いて判断しようとする態度，問題解決の過程を振り返って考察を深めたり，評価・改善した

りしようとする態度や創造性の基礎を養う。 

高等学校・理科 

    （物理） 

【高等学校学習指導要領（平成３０年告示）理科】（P.108） 

第３ 物 理 

１ 目 標 

物理的な事物・現象に関わり，理科の見方・考え方を働かせ，見通しをもって観察，実験を

行うことなどを通して，物理的な事物・現象を科学的に探究するために必要な資質・能力を次

のとおり育成することを目指す。 

（1） 物理学の基本的な概念や原理・法則の理解を深め，科学的に探究するために必要な観察，

実験などに関する技能を身に付けるようにする。 

（2） 観察，実験などを行い，科学的に探究する力を養う。 

（3） 物理的な事物・現象に主体的に関わり，科学的に探究しようとする態度を養う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



校種・教科 

（科目）等 
教科指導についての質問で扱う学習指導要領の目標 

高等学校・理科 

    （化学） 

【高等学校学習指導要領（平成３０年告示）理科】（P.114） 

第５ 化 学 

１ 目 標 

  化学的な事物・現象に関わり，理科の見方・考え方を働かせ，見通しをもって観察，実験を

行うことなどを通して，化学的な事物・現象を科学的に探究するために必要な資質・能力を次

のとおり育成することを目指す。 

（1） 化学の基本的な概念や原理・法則の理解を深め，科学的に探究するために必要な観察，実

験などに関する技能を身に付けるようにする。 

（2） 観察，実験などを行い，科学的に探究する力を養う。 

（3） 化学的な事物・現象に主体的に関わり，科学的に探究しようとする態度を養う。 

高等学校・理科 

    （生物） 

【高等学校学習指導要領（平成３０年告示）理科】（P.120） 

第７ 生 物 

１ 目 標 

生物や生物現象に関わり，理科の見方・考え方を働かせ，見通しをもって観察，実験を行う

ことなどを通して，生物や生物現象を科学的に探究するために必要な資質・能力を次のとおり

育成することを目指す。  

（1） 生物学の基本的な概念や原理・法則の理解を深め，科学的に探究するために必要な観察，

実験などに関する基本的な技能を身に付けるようにする。  

（2） 観察，実験などを行い，科学的に探究する力を養う。  

（3） 生物や生物現象に主体的に関わり，科学的に探究しようとする態度と，生命を尊重し，自

然環境の保全に寄与する態度を養う。 

高等学校・音楽 【高等学校学習指導要領（平成３０年告示）芸術】（P.141） 

第１ 音楽Ⅰ 

１ 目 標 

音楽の幅広い活動を通して，音楽的な見方・考え方を働かせ，生活や社会の中の音や音楽，

音楽文化と幅広く関わる資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

（1） 曲想と音楽の構造や文化的・歴史的背景などとの関わり及び音楽の多様性について理解す

るとともに，創意工夫を生かした音楽表現をするために必要な技能を身に付けるようにす

る。 

（2） 自己のイメージをもって音楽表現を創意工夫することや，音楽を評価しながらよさや美し

さを自ら味わって聴くことができるようにする。 

（3） 主体的・協働的に音楽の幅広い活動に取り組み，生涯にわたり音楽を愛好する心情を育む

とともに，感性を高め，音楽文化に親しみ，音楽によって生活や社会を明るく豊かなものに

していく態度を養う。 

高等学校・美術 【高等学校学習指導要領（平成３０年告示）芸術】（P.147） 

第４ 美術Ⅰ 

１ 目 標 

美術の幅広い創造活動を通して，造形的な見方・考え方を働かせ，美的体験を重ね，生活や

社会の中の美術や美術文化と幅広く関わる資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

（1） 対象や事象を捉える造形的な視点について理解を深めるとともに，意図に応じて表現方法

を創意工夫し，創造的に表すことができるようにする。  

（2） 造形的なよさや美しさ，表現の意図と創意工夫，美術の働きなどについて考え，主題を生

成し創造的に発想し構想を練ったり，価値意識をもって美術や美術文化に対する見方や感じ

方を深めたりすることができるようにする。  

（3） 主体的に美術の幅広い創造活動に取り組み，生涯にわたり美術を愛好する心情を育むとと

もに，感性を高め，美術文化に親しみ，心豊かな生活や社会を創造していく態度を養う。 

 

 

 

 

 

 

 

 



校種・教科 

（科目）等 
教科指導についての質問で扱う学習指導要領の目標 

高等学校・書道 【高等学校学習指導要領（平成３０年告示）芸術】（P.157） 

第１０ 書道Ⅰ 

１ 目 標 

書道の幅広い活動を通して，書に関する見方・考え方を働かせ，生活や社会の中の文字や

書，書の伝統と文化と幅広く関わる資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

（1） 書の表現の方法や形式，多様性などについて幅広く理解するとともに，書写能力の向上を

図り，書の伝統に基づき，効果的に表現するための基礎的な技能を身に付けるようにする。 

（2） 書のよさや美しさを感受し，意図に基づいて構想し表現を工夫したり，作品や書の伝統と

文化の意味や価値を考え，書の美を味わい捉えたりすることができるようにする。 

（3） 主体的に書の幅広い活動に取り組み，生涯にわたり書を愛好する心情を育むとともに，感

性を高め，書の伝統と文化に親しみ，書を通して心豊かな生活や社会を創造していく態度を

養う。 

高等学校・保健体育 【高等学校学習指導要領（平成３０年告示）保健体育】（P.131） 

第１ 体 育  

１ 目 標 

体育の見方・考え方を働かせ，課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けた学習過程を通

して，心と体を一体として捉え，生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続するとともに，

自己の状況に応じて体力の向上を図るための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

（1） 運動の合理的，計画的な実践を通して，運動の楽しさや喜びを深く味わい，生涯にわたっ

て運動を豊かに継続することができるようにするため，運動の多様性や体力の必要性につい

て理解するとともに，それらの技能を身に付けるようにする。 

（2） 生涯にわたって運動を豊かに継続するための課題を発見し，合理的，計画的な解決に向け

て思考し判断するとともに，自己や仲間の考えたことを他者に伝える力を養う。 

（3） 運動における競争や協働の経験を通して，公正に取り組む，互いに協力する，自己の責任

を果たす，参画する，一人一人の違いを大切にしようとするなどの意欲を育てるとともに，

健康・安全を確保して，生涯にわたって継続して運動に親しむ態度を養う。 

高等学校・外国語 

     （英語） 

【高等学校学習指導要領（平成３０年告示）外国語】（P.163～164） 

第１ 英語コミュニケーションⅠ  

１ 目 標   

  英語学習の特質を踏まえ，以下に示す，聞くこと，読むこと，話すこと［やり取り］，話す

こと［発表］，書くことの五つの領域（以下この節において「五つの領域」という。）別に設

定する目標の実現を目指した指導を通して，第１款の(1)及び(2)に示す資質・能力を一体的に

育成するとともに，その過程を通して，第１款の(3)に示す資質・能力を育成する。 

（5） 書くこと 

  ア 日常的な話題について，使用する語句や文，事前の準備などにおいて，多くの支援を活

用すれば，基本的な語句や文を用いて，情報や考え，気持ちなどを論理性に注意して文章

を書いて伝えることができるようにする。 

  イ 社会的な話題について，使用する語句や文，事前の準備などにおいて，多くの支援を活

用すれば，聞いたり読んだりしたことを基に，基本的な語句や文を用いて，情報や考え，

気持ちなどを論理性に注意して文章を書いて伝えることができるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



校種・教科 

（科目）等 
教科指導についての質問で扱う学習指導要領の目標 

高等学校・家庭 【高等学校学習指導要領（平成３０年告示）家庭】（P.181） 

第１ 家庭基礎 

１ 目 標 

生活の営みに係る見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を通して，様々な人々

と協働し，よりよい社会の構築に向けて，男女が協力して主体的に家庭や地域の生活を創造す

る資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

（1） 人の一生と家族・家庭及び福祉，衣食住，消費生活・環境などについて，生活を主体的に

営むために必要な基礎的な理解を図るとともに，それらに係る技能を身に付けるようにす

る。 

（2） 家庭や地域及び社会における生活の中から問題を見いだして課題を設定し，解決策を構想

し，実践を評価・改善し，考察したことを根拠に基づいて論理的に表現するなど，生涯を見

通して課題を解決する力を養う。 

（3） 様々な人々と協働し，よりよい社会の構築に向けて，地域社会に参画しようとするとも

に，自分や家庭，地域の生活の充実向上を図ろうとする実践的な態度を養う。 

高等学校・農業 【高等学校学習指導要領（平成３０年告示）農業】（P.198） 

第１ 農業と環境 

１ 目 標 

  農業の見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して，農業の

各分野で活用する基礎的な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

（1） 農業と環境について体系的・系統的に理解するとともに，関連する技術を身に付けるよう

にする。 

（2） 農業と環境に関する課題を発見し，農業や農業関連産業に携わる者として合理的かつ創造

的に解決する力を養う。 

（3） 農業と環境について基礎的な知識と技術が農業の各分野で活用できるよう自ら学び，農業

の振興や社会貢献に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。 

高等学校・工業 

    （機械） 

【高等学校学習指導要領（平成３０年告示）工業】（P.242） 

第３ 実 習 

１ 目 標   

  工業の見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して，工業の

発展を担う職業人として必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

（1） 工業の各分野に関する技術を実際の作業に即して総合的に理解するとともに，関連する技

術を身に付けるようにする。 

（2） 工業の各分野の技術に関する課題を発見し，工業に携わる者として科学的な根拠に基づき

工業技術の進展に対応し解決する力を養う。 

（3） 工業の各分野に関する技術の向上を目指して自ら学び，工業の発展に主体的かつ協働的に

取り組む態度を養う。 

高等学校・工業 

    （薬学） 

【高等学校学習指導要領（平成３０年告示）工業】（P.242） 

第３ 実 習 

１ 目 標   

  工業の見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して，工業の

発展を担う職業人として必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

（1） 工業の各分野に関する技術を実際の作業に即して総合的に理解するとともに，関連する技

術を身に付けるようにする。 

（2） 工業の各分野の技術に関する課題を発見し，工業に携わる者として科学的な根拠に基づき

工業技術の進展に対応し解決する力を養う。 

（3） 工業の各分野に関する技術の向上を目指して自ら学び，工業の発展に主体的かつ協働的に

取り組む態度を養う。 

 

 

 

 

 

 

 



校種・教科 

（科目）等 
教科指導についての質問で扱う学習指導要領の目標 

高等学校・商業 【高等学校学習指導要領（平成３０年告示）商業】（P.309） 

第１ ビジネス基礎 

１ 目 標 

商業の見方・考え方を働かせ，実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して，ビジネ

スを通じ，地域産業をはじめ経済社会の健全で持続的な発展を担う職業人として必要な基礎的

な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

（1） ビジネスについて実務に即して体系的・系統的に理解するとともに，関連する技術を身に

付けるようにする。 

（2） ビジネスに関する課題を発見し，ビジネスに携わる者として科学的な根拠に基づいて創造

的に解決する力を養う。 

（3） ビジネスを適切に展開する力の向上を目指して自ら学び，ビジネスの創造と発展に主体的

かつ協働的に取り組む態度を養う。 

高等学校・情報 【高等学校学習指導要領（平成30年告示）情報】（P.189） 

第１ 情報Ⅰ 

１ 目 標 

  情報に関する科学的な見方・考え方を働かせ，情報技術を活用して問題の発見・解決を行う

学習活動を通して，問題の発見・解決に向けて情報と情報技術を適切かつ効果的に活用し，情

報社会に主体的に参画するための資質・能力を  次のとおり育成することを目指す。 

（1） 効果的なコミュニケーションの実現，コンピュータやデータの活用について理解を深め技

能を習得するとともに，情報社会と人との関わりについて理解を深めるようにする。 

（2） 様々な事象を情報とその結び付きとして捉え，問題の発見・解決に向けて情報と情報技術

を適切かつ効果的に活用する力を養う。 

（3） 情報と情報技術を適切に活用するとともに，情報社会に主体的に参画する態度を養う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



校種・教科 

（科目）等 
教科指導についての質問で扱う学習指導要領の目標 

特別支援学校 【特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平成２９年告示）】（P137～138） 

〔社 会〕 

２ 各段階の目標及び内容 

○２段階 

（1） 目 標 

日常生活に関わる社会的事象について理解し，地域社会の一員としての資質・能力の基礎を

次のとおり育成することを目指す。 

ア 自分たちの都道府県の地理的環境の特色，地域の人々の健康と生活環境を支える役割，自

然災害から地域の安全を守るための諸活動及び地域の伝統と文化並びに社会参加するための

きまり，社会に関する基本的な制度及び外国の様子について，具体的な活動や体験を通し

て，人々の生活との関連を踏まえて理解するとともに，調べまとめる技能を身に付けるよう

にする。 

イ 社会的事象について，自分の生活や地域社会と関連付けて具体的に考えたことを表現する

力を養う。 

ウ 社会に自ら関わろうとする意欲をもち，地域社会の中で生活することの大切さについての

自覚を養う。 

養護教諭 【中学校学習指導要領（平成２９年告示）保健体育】（P.126） 

〔保健分野〕 

１ 目 標 

（1） 個人生活における健康・安全について理解するとともに，基本的な技能を身に付けるよう

にする。 

（2） 健康についての自他の課題を発見し，よりよい解決に向けて思考し判断するとともに，他

者に伝える力を養う。 

（3） 生涯を通じて心身の健康の保持増進を目指し，明るく豊かな生活を営む態度を養う。 

栄養教諭 【小学校学習指導要領（平成２９年告示）生活】（P.110） 

第１ 目 標 

  具体的な活動や体験を通して，身近な生活に関わる見方・考え方を生かし，自立し生活を豊

かにしていくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

（1） 活動や体験の過程において，自分自身，身近な人々，社会及び自然の特徴やよさ，それら

の関わり等に気付くとともに，生活上必要な習慣や技能を身に付けるようにする。 

（2） 身近な人々，社会及び自然を自分との関わりで捉え，自分自身や自分の生活について考

え，表現することができるようにする。 

（3） 身近な人々，社会及び自然に自ら働きかけ，意欲や自信をもって学んだり生活を豊かにし

たりしようとする態度を養う。 

 

 

 

 


